
　５月30日（金）に、養老町区長連絡協議会定例総会が開催され、区長として永きにわたり勤続した人が表彰されました。

受彰者（敬称略）
＜会長表彰＞
川瀨　重児、髙橋　俊幸、平井　良雄、大橋　紀元
若山　善和、西脇　正博、中村　滿男、大橋　重之
川地　悦郎、髙橋　敏央、松永　一成

＜町長感謝状＞
田中　義則、長井　鐘一郎、木村　茂、松葉　昇

　令和８年はたちの集いを下記のとおり開催します。町内の小・中学校を卒業後に町外へ転出している人で、本町
の式典への参加を希望する場合は、下記までお問い合わせください。なお、案内状は12月上旬に発送する予定です。

日　時：令和８年１月11日（日）
　■高田中学校卒業または高田中学校区在住の人
　　　【受付】12時30分～　【オープニングセレモニー】13時～　【式典】13時10分～　【恩師と語る会】14時～
　■東部中学校卒業または東部中学校区在住の人
　　　【受付】14時～　【オープニングセレモニー】14時30分～　【式典】14時40分～　【恩師と語る会】15時30分～
　※開催時間は予定です。また、今年度は町民会館が改修工事中のため、校区ごとに分けて開催します。
場　所：町中央公民館　中ホール（石畑491）
対　象：出生年月日が平成17年（2005年）４月２日から平成18年（2006年）４月１日までの人
　　　　※令和４年度より民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられましたが、従来通り当該年度に20歳に

なる人を対象とします。

　人権擁護委員は、市町村長からの推薦を受けて法務大臣から委嘱された民間の人たちです。養老町では、小中学校区ご
とに下記の８人が人権擁護委員として委嘱されています。

【敬称略】野村 亮温（広幡小）、髙木 和子（養老小）、桑原 利恵（笠郷小）、渡部 秀夫（上多度小）、早﨑 敏（養北小）、山田 周一（高田中）

令和７年７月から　〔新任〕安田 伸子（池辺小・東部中）、〔新任〕川地 康満（日吉小）

人権擁護委員の仕事は？
・人権相談･･･いじめ・虐待・差別・名誉毀損・プライバシーの侵害などの人権問題、その他のお困りごとなどの話を聞きます。
・人権救済･･･人権を侵害された場合には、法務局と連携して被害救済のための措置をとります。
・啓発活動･･･街頭啓発・講演会・座談会・人権教室など、人権の大切さを理解していただくための活動を行っています。

一人で悩まず相談してください　※相談は無料で秘密は必ず守ります
・全国人権ナビダイヤル　☎0570－003－110　相談時間：８時30分～17時15分（土・日曜日、祝日を除く）
　※電話しているところから最寄りの法務局にかかります
・いじめ・虐待など　子ども　に関する相談　子どもの人権110番       ☎0120－007－110
・ＤＶ・セクハラなど　女性　に関する相談　女性の人権ホットライン  ☎0570－070－810

健康福祉課　☎32－1105問

総務課　☎32－1101問

生涯学習課　☎32－5086問


